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1. 背景 
 

京都議定書に規定される第一約束期間が、2008 年 4 月 1 日よりスタートした。我が国は、

2008 年度から 2012 年度までの 5 年間の平均で、1990 年（基準年）に対して温室効果ガス

の排出量を 6%削減する必要がある。 
2006 年度の実績データ（確定値）によれば、我が国の二酸化炭素（CO2）排出量は基準

年に比較して 6.2％増加しており、基準年比 6％削減という目標を達成するためには早急な

対策が不可欠であるといえる（図 1-1）。 
 

 
図 1-1 我が国の温室効果ガス排出量（確定値）（出典：環境省資料） 

 
我が国の温室効果ガス排出量のおよそ9割を占めるエネルギー起源CO2（エネルギーの使

用に伴い発生する二酸化炭素）の排出量は、統計上、産業部門（工場等）、業務その他部

門（オフィスビル、小売店舗、病院、学校等）、家庭部門、運輸部門及びエネルギー転換

部門（発電所、石油精製施設等の自家消費等）の5つの部門ごとに集計されている。これら

5部門における温室効果ガスの排出量を比較して見ると、家庭部門、業務その他部門の排出

量は、それぞれ基準年比で、30.0％、39.5％の大幅な増加となっており、基準年比－4.6％
の産業部門に比較して、排出量の増加が目立っている（表1-1）。 

こうした事態を踏まえ、2005年に閣議決定された「京都議定書目標達成計画」では、京

都議定書に定められた温室効果ガスの排出削減に向けて、各部門がどのような取組を行っ

ていくべきかが規定されている。その中で、PFI事業の多くが分類される「業務その他部門」

においては、基準年費の排出量が大幅に増大しており、増大要因に対応した効果的な取組

が求められている。 
したがって、PFI事業においても、地球温暖化防止に向けた取組は急務であり、実効性の
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